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育ネットつなん

津南町教育委員会　教育長　島田　敏夫

「津南町教育大綱」を支える「育ネットつなん」
～　繋がりを大切に、子どもたちを育む町に　～

　この度令和３年４月４日付けで、前桑原正教育長の後任として教育長を拝命しました島田敏夫で

す。よろしくお願い申し上げます。

「津南町教育大綱～津南で育み、社会で大きく羽ばたく教育～」の策定とその思い
　令和３年３月、「津南町教育大綱」が改定されました。これは津南町

のめざす教育の方向性を示すものです。その中に、教育の基本方針と

して、次の４点が示されています。

　　１　主体性や創造性を育む教育の推進

　　２　豊かな自然環境や文化を生かした「学び」の醸成

　　３　保育・教育環境の整備

　　４　世界に通用する英語教育・環境教育

　これらは、津南町の自然や文化、風土を踏まえ、学習指導要領に新

たに示された英語教育やプログラミング教育、ＧＩＧＡスクール構想

への取組、主体的・対話的で深い学びを実現し、将来を担う津南の子

どもたちを育むための方策です。ここには、桑原町長の津南で教育を

受けた子どもたちが社会に大きく羽ばたき、活躍する人材となることで、津南町の発展に繋

がってほしいという熱い思いが込められています。

「育ネットつなん」10年　これまでの取組に感謝。そして継承！
　「育ネットつなん」は、今年度で10年目を迎えます。過去の広報誌をさっと拝見させてい

ただきました。組織の立ち上げから運営、取組にかかわってこられた方々のご苦労と取組の

成果に心から感謝申し上げます。行政・学校・地域・保護者が一体となって胎児から就労ま

で子どもの育ちを支援し、自立に向けた取組を進めることはとても大切なことです。しかし、

容易なことではありません。その点、津南町では「育ネットつなん」の組織をとおして「強

くてやさしい子」を目指し、継続的に取り組んでいることは大変意義深く、教育大綱実現の

基盤になると考えます。これまでの10年の成果と課題を踏まえ、継続することが大切です。

「津南町子育て教育プラン」を基に、繋がりを大切に子どもたちを育みましょう。
　私が津南町に初めて務めさせていただいたのは今から30年ほど前になります。その当時、

津南町の自然や歴史、文化、スポーツ、そしてそこにかかわる方々の熱い思いにすばらしさ

を感じました。子どもを育むためには、子どもにかかわる方々が思いを共有し、繋がること

が大切です。その意味で「育ネットつなん」はすばらしい組織です。

　裏面に今年度の「津南町子育て教育プラン」を示しました。教育大綱の実現と教育プラン

に基づく「強くてやさしい子」の育成に向け、微力ではありますが精一杯取り組む所存です。

町民のみなさんのご協力をお願いいたします。

教育大綱の表紙





１．『わが家の約束』１．『わが家の約束』

　育ネットつなんでは、令和元年10月の“尾木ママ”こと尾木直樹氏の講演会を受
けて、スマホを利用するうえで、子どもに守らせるルールに加えて、「子どもたち
へのスマホの悪影響を防止するための保護者のルール」の重要性についても話し合
いを続けてきました。
　令和３年度では、その具体策として次の２点に取り組みます。

　上半分は「子どもが守るルール」、下半分は「保護者が
守るルール」を記入し、お互いにチェックすることで達成
を目指します。
　子どもは、朝○時までに起きる、近所の人にも進んであ
いさつするといったルールを決めます。
　大人は「スマホの保護者推奨ルール」を参考にルールを
決めます。

２．ノースマホケースの取り組み２．ノースマホケースの取り組み

　毎月『育の日』に合わせて、園児お手製の「ノースマホケース」を自宅に持ち帰ります。
　スマホはそのケースにしまい、必要な時以外は使用しないようにします。
　お子様との時間を大切にしていただくため、是非ご活用ください。

「スマホの保護者推奨ルール」
保育園：子どもと接するときはスマホを使わない
小学校：スマホを与えるときにルールを決める
中学校：保護者も 21時以降は使用しない

いつでも進んで
あいさつする！
いつでも進んで
あいさつする！

スマホの使い方を
決めて守ります
スマホの使い方を
決めて守ります

小学生実践中！小学生実践中！

園児実践中！園児実践中！

園児の絵が描かれた
ノースマホケース
園児の絵が描かれた
ノースマホケース

園児も積極的に
スマホを回収して

くれます

園児も積極的に
スマホを回収して

くれます

保護者のスマホ利用のルールの取り組みが始まりました！保護者のスマホ利用のルールの取り組みが始まりました！

育ネットつなん　保護者部会・地域部会　企画



こんな時は、 

ご相談ください。 

　不登校や不登校傾向のある児童・生徒を支援する教室です。
　家庭と学校をつなぎ、集団生活への適応力をつけていけるよう
支援します。
　保護者からの相談も受け付けています。
　　●開設場所：津南町正面（総合センターの前）
　　●相談受付：火～金　午前９時～午後３時
　　●活動日時：火～金　午前９時30分～午後２時30分
　　●電話番号：７６５－４９９５
　　●適応指導教室指導員：若山洋子

　訪問相談員が保育園・学校・家庭等を訪問して相談に応じています。
　子育てや学校との関係に関する悩み、相談がありましたらお気軽に
ご連絡ください。
　訪問での相談のほか、つなんにこやかルームでの相談も可能です。
　　●相談受付：火～金　午前９時～午後３時
　　●電話番号：７６５－４９９５（つなんにこやかルーム）
　　●訪問相談員：涌井裕子、大島直子

津南町教育委員会では相談支援を行っています津南町教育委員会では相談支援を行っています

☆令和３年度の津南町子育て教育広報紙「育ネットつなん」は、年４回発行です。

つなんにこやかルームつなんにこやかルーム

訪　問　相　談

　子どもや親同士が交流できる楽しい「つなっぺ広場」を併設して
います。
　ご家族どなたでもお立ち寄りください。
　一時預かり、一時保育、子育ての相談も行っています。お気軽にご
相談ください。
　　●相談受付：平日　午前８時３０分～午後５時１５分
　　●つなっぺ広場：平日 午前９時～１１時３０分、午後１時～４時

　※土曜開設日は「つなっぺ広場カレンダー」をご確認ください。
　　●電話番号：７６５－２７３８
　　●主任保育士：樋口ゆかり

子どもたちの相談のほか、18歳までの若者に関する問題や悩み事についても支援しています。

どこに相談してよいかわからない方は、下記にご相談ください。
　■　教育委員会　子育て教育班　ＴＥＬ：７６５－３１１８
　　　　子育て連携専門員：内山喜代子　臨床心理士：鳥居美枝
　■　福祉保健課　健康班　ＴＥＬ：７６５－３１１４
　　　　保健師：小林明日香（教育委員会兼務）

子育て支援センター

●気持ちがなかなか学校に

　向かない。

●欠席が少しずつ増えている。

●家族との会話が

　少なくなった。

●友達と付き合うのが苦手。

●学校や先生になじめない。

●親子関係がうまくいかない。

●子育てに悩んでいる。

●他のお子さんと遊ばせたい。

●親同士、友達になりたい。

●子育ての話が聞きたい。

●発達の様子で気になること

　がある。


